
解除条件付貸借にかかる追加事項  

 

（１）契約の解除  

   甲は、乙が当該土地を適正に利用していないと認められる場合には契約を解除

するものとする  

（２）利用状況の報告  

   乙は、当該農用地の利用状況について、毎事業年度の終了後３ヶ月以内に赤磐

市長に農業経営基盤強化促進法施行規則第１６条の２に定めるところにより報告

しなければならない。  

（３）赤磐市長による勧告  

   赤磐市長は、次のいずれかに該当するときは、乙に対して相当の期限を定めて、

必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。  

  ア  乙が目的物において行う耕作（又は養畜）の事業により、周辺の地域におけ

る農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。  

  イ  乙が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安

定的に農業経営を行っていないと認めるとき。  

  ウ  乙が法人である場合にあっては、乙の業務を執行する役員のいずれもが乙の

行う耕作又は養畜の事業に常時従事しないとき。  

（４）赤磐市長による農用地利用集積計画の取消  

   赤磐市長は、次のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定を経て、この

農用地利用集積計画のうち当該部分に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定

に係る部分を取り消すものとする。  

  ア  乙がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、甲が

賃貸借又は使用貸借の解除をしないとき。  

  イ  乙が（３）の勧告に従わなかったとき。  

（５）貸借が終了した場合の原状回復  

貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から   日以内に、甲に対して当

該土地を原状に復して返還する。乙が現状に復することができないときは、甲が

原状に回復するために要する費用を乙が負担する。ただし、天災地変等の不可抗

力または通常の利用により損失が生じた場合および修繕または改良により変更さ

れた場合は、この限りではない。  

（６）違約金の支払  

甲の責めに帰さない事由により貸借を終了させることとなった場合には、乙は、

甲に対し賃借料の   年分に相当する金額を違約金として支払う。  

 

上記追加事項について遵守します。  

 

 令和   年   月   日  

 

利用権の設定をするもの（甲）  

  住  所  

              氏  名             ㊞  

 

利用権の設定を受けるもの（乙）  

  住  所  

              氏  名  

            ㊞  
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   甲は、乙が当該土地を適正に利用していないと認められる場合には契約を解除

するものとする  

（２）利用状況の報告  

   乙は、当該農用地の利用状況について、毎事業年度の終了後３ヶ月以内に赤磐
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  ア  乙が目的物において行う耕作（又は養畜）の事業により、周辺の地域におけ

る農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。  

  イ  乙が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安

定的に農業経営を行っていないと認めるとき。  

  ウ  乙が法人である場合にあっては、乙の業務を執行する役員のいずれもが乙の

行う耕作又は養畜の事業に常時従事しないとき。  

（４）赤磐市長による農用地利用集積計画の取消  

   赤磐市長は、次のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定を経て、この

農用地利用集積計画のうち当該部分に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定

に係る部分を取り消すものとする。  

  ア  乙がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、甲が

賃貸借又は使用貸借の解除をしないとき。  

  イ  乙が（３）の勧告に従わなかったとき。  

（５）貸借が終了した場合の原状回復  

貸借が終了したときは、乙は、その終了の日から６０日以内に、甲に対して当

該土地を原状に復して返還する。乙が現状に復することができないときは、甲が

原状に回復するために要する費用を乙が負担する。ただし、天災地変等の不可抗

力または通常の利用により損失が生じた場合および修繕または改良により変更さ

れた場合は、この限りではない。  

（６）違約金の支払  

甲の責めに帰さない事由により貸借を終了させることとなった場合には、乙は、

甲に対し賃借料の  ２年分に相当する金額を違約金として支払う。  

 

上記追加事項について遵守します。  

 

 令和○○年○○月○○日  

 

利用権の設定をするもの（甲）  

  住  所 赤磐市下市３４４番地  

              氏  名  赤磐 太郎       ㊞  

 

利用権の設定を受けるもの（乙）  

  住  所 赤磐市町苅田５１６番地  

              氏  名  株式会社○○○○  

代表取締役 赤坂次郎  ㊞  

（記載例）  


